
特定健診・特定保健指導過誤請求フロー図

処　理　内　容

過誤調整額、未調整額の確認

過誤額の確認

受付内容、正当・エラー件数確認

(n+1)月10日頃～

(n+1)月4日頃～(n+1)月10日頃

過誤登録日～（n+1）月4日頃

期　　　　　　間

過誤依頼受付状況照会

過誤調整状況照会

①過誤登録

③過誤修正・削除

②未調整（警告リスト）出力

登録された過誤データの修正削除

未調整過誤の確認

過誤データの受付

（n）月6日～(n+1)月4日頃

（n-1）月20日頃～n月20日頃

（n-1）月6日～n月5日

１０月処理（n-1月） １１月処理（n月） １２月処理（n+1月）

処　理　内　容期　　　　　　間

６日 ５日 

①過誤登録 

20日頃 

②未調整（警告リスト）出

20日頃 

③過誤修正・削除 

正当データのみ
受付となります。
CSVデータは、エ
ラー修正も含めて、
５日までに登録す
る必要があります。 

他県交換（請求）を過ぎる

と、翌月処理分の未調整

リストが出力されます。 

同月過誤の場合、資格確

認で請求データが登録さ

れると、過誤登録データ

の削除は出来ません。 

①にて登録されたデー

タの内容修正もしくは、

削除が可能です。 

４日頃 

１０日頃 

末日 

支払額算定 

請求額算定 

健診等機関
へ振込み 


